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（福祉、健康、地域活動、いきがい、文化）

１　地域福祉と総合的な生活保障の推進
２　障害者福祉の充実
３　高齢者福祉の充実
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地域福祉と総合的な生活保障の推進
～つながり助け合い安心して暮らせるために～1

●   高齢者世帯や単身高齢者世帯、生涯未婚率の増加、子どもの数の減少など社会状況の変化に伴
い、高齢者、障害者、子育て世帯などの社会的孤立が懸念されます。

●   認知症高齢者や障害者の基本的人権を侵害する問題の増加や家庭形態の変化に伴い権利擁護支
援を必要とする人が年々増加していることから、成年後見制度を普及・啓発し権利擁護支援の
充実を図る必要があります。

●   地域コミュニティが衰退する中で、福祉ニーズは年々増加し、複雑かつ多様化しています。そ
の中で新たな地域活動を円滑に進めるためには、担い手の発掘や人材育成などの支援を図る必
要があります。

●   国民健康保険には、被保険者の年齢層が高く医療費が高いことや、低所得者の被保険者が多く
所得水準が低いこと等の課題があります。そのため、県単位化により、県と市がともに国保の
運営を担い、県が財政運営の責任主体となって国保制度の安定的な運営を行うことが求められ
ます。

●   資産や能力等全てを活用してもなお生活に困窮する人に対して、日常生活・社会生活等の自立
を助長することを目的に国で定められた基準に基づき、適切な支援を行う必要があります。

●   中学校卒業後の子どもや若者がひきこもり状態に陥る過程には、生活困窮、児童虐待、いじめ、
不登校等の問題が相互に影響しています。ひきこもり状態に陥ることを防ぐためには、長期的
かつ継続的な支援が必要です。　

現状と課題
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①総合的な相談支援体制の整備�

○   様々な福祉課題を解決し、高齢者や障害者、子育て世帯など誰ひとり取り残さない社会を実現し、
福祉ニーズにきめ細かに対応するため、民生児童委員や地区社会福祉協議会等と協働し、地域の身
近な場所での総合的な相談窓口の整備を行います。

②セーフティネットの安定的運営�

○   高齢化等に伴う医療費の増加が見込まれる中、国民皆保険制度のもと、誰もが安心して医療を受け
られるように、県とともに安定的で持続可能な国民健康保険の運営を目指します。

○   生活保護受給者の実情を客観的に把握し、生活保護事業の適正な実施を図ります。
○   生活に困窮している人に対して、必要な支援が届くように相談支援を行います。
　

③子ども・若者育成支援の推進�

○   様々な境遇にある子どもや若者が、社会とのつながりを持って生活していけるように、家庭を中心
として、行政・学校・地域・関係機関や団体が各々の役割を果たすとともに、連携・協力を図ります。
また、当事者の立場に立ち、生涯を見通した長期的な視点をもつとともに発達段階についての理解
を深め、地域全体で支援する体制を構築するために、支援者の育成を目指します。

○   ひきこもり状態にある人のための総合相談窓口や居場所の設置・就労に向けた準備など、当事者に
寄り添いながら社会参加や自立を促す環境を整えていくよう、総合的な支援を推進します。

施策の方向性

主な関係個別計画：  奈良市地域福祉計画…①③、奈良市バリアフリー基本構想…①、 
奈良市ユニバーサルデザインマスタープラン…①、奈良市国民健康保険特定健康診査等実施計画…②

指標

指標 単位 基準値
（時点）

目標値
（2026年度）

断らない総合相談窓口設置数 箇所 0
（2020年度） 6

生活困窮などの新規相談件数 件 332
（2019年度） 500

つながりサポーター養成数 人 0
（2020年度） 300
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障害者福祉の充実
～障害の有無にかかわらずともに生きるために～2

●   本市の障害者手帳保持者は、2016年（平成28年）の約19,500人から、2020年（令和２年）
は約20,900人と増加しており、障害の種別によって課題も異なります。それぞれの状況に応
じた福祉サービス等の利用に必要な介護給付費等を支給することで、障害者が地域で安心して
暮らすことができるよう支援していく必要があります。

●   障害者の高齢化や障害の重度化、また、高齢の親と暮らす障害者の親亡き後の福祉の課題に対
応するためには、当事者が社会とのつながりを持ち続けられるように社会参加を促進する必要
があり、これまでにも増して行政と地域の支援者や医療関係者等あらゆる分野との協力体制の
強化が求められています。

●   障害者をめぐる問題を当事者やその家族だけの問題とすることがないように、障害者等からの
相談に応じ必要な支援を行い、権利擁護のための援助等を行う相談支援の強化が望まれていま
す。また、成年後見制度を十分に利用できるようにするなど制度の整備も必要です。

●   障害者が社会参加し、地域で安心して生活を送っていけるよう、障害者にも対応した地域包括
ケアシステムの構築を進めていくことが重要です。また、そのためには地域の人々への啓発・
広報等の一層の充実を図っていく必要があります。

現状と課題



第3章 くらしづくり （福祉、健康、地域活動、いきがい、文化）

策
定
に
あ
た
っ
て

1
章

2
章

3
章

4
章

未
来
ビ
ジ
ョ
ン

1
章

2
章

推
進
方
針

総
論

1
章

2
章

3
章

4
章

各
論

1
章

2
章

3
章

4
章

5
章

105

①障害者・児への支援の充実�

○   障害者が地域で安心して暮らせるよう、奈良市地域自立支援協議会など関係者から幅広く意見を聴
き、多様化するニーズに対応するために相談支援の強化を図ります。

○   65歳になって、障害福祉サービスから介護保険サービスに切り替わる時に、使い慣れた事業所で引
き続き安心してサービスが利用できるよう支援します。

○   障害児が適切な支援を受けることができるよう、療育の場や相談支援体制の充実に努めます。

②合理的配慮19）の普及・啓発�

○   障害者が地域で安心して生活ができるよう、障害を理由とする差別の解消に向けて、市民、地縁組織、
事業者等と協働し、誰もが我が事として支えていく、心のバリアフリーを推進します。

○   障害者が円滑に情報を取得・利用し、意思表示やコミュニケーションを行えるよう、市役所窓口で
のICTを活用した意思疎通支援の整備を進めます。

施策の方向性

主な関係個別計画：奈良市障害者福祉基本計画…①②、奈良市障害福祉計画…①②

指標

指標 単位 基準値
（時点）

目標値
（2026年度）

相談支援事業所設置 箇所 8
（2020年） 10

共生型のサービス（通所系）20）事業所の整備 箇所 4
（2020年） 30

ICTを活用した意思疎通支援ツールの導入 箇所 0
（2020年度）

市役所
全窓口

19）  合理的配慮：社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの手助けを必要としている障害者の方に対して、障害の特性などを考
慮して、対応者の負担が重すぎない範囲で対応すること。

20）  共生型のサービス：障害福祉サービスの指定を持つ事業所が、介護保険サービスの指定を受けることで、65歳になった障害者が、
引続き同じ事業所でサービスを利用できるようにした制度
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高齢者福祉の充実
～住み慣れた地域で暮らし続けるために～3

●   住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるためには、地域での保健・医療・福祉・介護など
のサービスが切れ目なく包括的に提供される体制の構築が必要です。

●   地域包括ケアを推進するため、生活支援コーディネーター、権利擁護センター及び基幹型地域
包括支援センターなどの機関を設置しましたが、取組を推進するためには、より一層の連携が
必要です。

●   本市の認知症高齢者数21）は、2015年（平成27年）の約15,800人から2020年（令和２年）
は約19,000人と、５年間で約２割増加しており、在宅で生活する認知症の人やその家族を地
域で見守り支えるため、支援体制の強化を図る必要があります。

●   平均寿命が延びている一方で、平均寿命と健康寿命との差が拡大しています。高齢者が生涯に
わたって健やかに暮らし続けるためには、運動やレクリエーションなどを通じて介護予防・要
介護状態の重度化防止に取り組み、心身の健康の維持改善を図る必要があります。

●   高齢者人口の増加に伴う介護費用が増大する中、介護保険制度及び財政を持続可能なものとす
るため、健康づくりを通して介護保険の健全化を進める必要があります。

現状と課題

21）認知症高齢者数：「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（厚生労働省）をもとにした推計
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①地域包括ケアシステムの構築�

○   将来にわたり住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療や福祉の専門職、
民生・児童委員や地区社会福祉協議会、ボランティア等が協働し、虚弱や認知症になっても孤立せ
ず社会の一員として参画できるよう、地域で集える場づくりを支援します。

○   地域包括ケアの一翼を担う地域包括支援センターや生活支援コーディネーター等が有機的に連携を
図れる体制づくりを推進します。

②将来も安心できる福祉サービスの継続�

○   高齢者の介護予防・要介護状態等の軽減及び重度化の防止や適切なサービス提供に取り組み、介護
保険制度を持続可能なものにすることで、高齢者が安心して福祉サービスを受けられる体制づくり
を目指します。

施策の方向性

主な関係個別計画：奈良市地域福祉計画…①②、奈良市老人福祉計画及び介護保険事業計画…①②

指標

指標 単位 基準値
（時点）

目標値
（2026年度）

認知症カフェ実施拠点数（累計） 箇所 30
（2020年度） 50

認知症サポーター養成講座受講者数（累計） 人 27,112
（2020年度） 50,000

住民主体の通いの場（介護予防教室）実施地域数 地域 21
（2020年度） 46

要介護期間22）

（65歳平均余命23）と65歳平均自立期間24）の差） 年
男　1.81
女　3.77

（2018年）

男　1.59
女　3.23

22）要介護期間：65歳の方が日常的に介護を要する期間
23）65歳平均余命：65歳の方がその後何年生きられるかという期間
24）65歳平均自立期間：65歳の方が日常的に介護を要せず自立した生活ができる（要介護１まで）期間
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医療体制の充実と健康の増進
～心もからだも元気で健康に暮らせるために～4

①地域医療体制の充実
○   地域において必要な医療を確保するため、かかりつけ医と専門医療機関等との患者の病状に応じた

適切な機能分化、連携を強化するとともに、医療機関や薬局等への立入検査や指導等を実施して、
市民が安心して医療を受けることができる体制づくりを目指します。

○   市立奈良病院における専門診療機能の強化、診療科の充実、救急医療体制の整備等を図るとともに、
地域医療支援病院として他医療機関と連携し、質の高い効率的な医療の提供に努めます。

○   東部・月ヶ瀬・都祁地域における地域医療の確保を図るため、各診療所で必要な医療サービスの提
供に努めます。

●   急速に高齢化が進むとともに、悪性新生物（がん）や糖尿病などの生活習慣病をはじめとする
慢性疾患が増加し、疾病構造も変化しています。市民が住み慣れた地域で安心して質の高い医
療を受けられるよう、地域医療体制の充実を図る必要があります。

●   本市の死因の第１位はがんですが、特に大腸がん検診の精密検査受診率は、他のがん検診と比
較し低率となっています。がん検診の要精密検査の未受診者に対する受診勧奨を強化し、がん
の早期発見・早期治療へ確実につなげていく必要があります。

●   アンバランスな食生活や運動不足等の生活習慣に起因する疾病が増加しており、ライフステー
ジに応じた市民の健康的な食生活や運動習慣等の健康づくりの支援の充実により、生活習慣病
の発症や重症化の予防につなげていく必要があります。

●   本市の自殺死亡率は全国、県に比べ低値ではありますが、依然として自殺に追いこまれる人が
います。本市の自殺のハイリスク者層は、高齢者、生活困窮者、無職・失業者、子ども・若者
であり、そのため保健、医療、福祉、教育、労働その他の関係施策を有機的に連携させ、生き
るための支援の充実を図ることが重要です。

●   結核をはじめ様々な輸入感染症や、新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等の新興
感染症の発生に備え、検査体制等の整備、専門職の確保、必要なマスク等物資の計画的な備蓄
等の健康危機対策が必要です。

●   食品流通の広域化・国際化の中で、食の安全・安心に対する市民の意識が非常に高くなってい
ます。食の安全の確保のため、食品事業者への監視、指導の充実と自主衛生管理の普及推進を
図る必要があります。

施策の方向性

現状と課題
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○   休日夜間応急診療所、休日歯科応急診療所における診療体制を確保し、市民がいつでも安心して医
療を受けられる環境を維持します。

○   市立看護専門学校において、地域医療に貢献する質の高い看護師を養成し、市内医療機関の看護師
確保に努めます。

②データを活用した保健事業の推進�
○   医療費や健診情報等のデータ分析に基づき、生活習慣病の発症や重症化等の健康課題の解決に向け

た効率的・効果的な保健事業を、関係部署、関係機関及び市民団体と連携し実践することで、健康
寿命の延伸と、健康で幸せに暮らせる地域社会の実現を目指します。

○   がん検診の精密検査受診率の向上のため、市民に精密検査受診の必要性を啓発するとともに、医療
機関と連携した受診勧奨により、がんの早期発見・早期治療を目指します。

③生きることの包括的支援�
○   自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう、市民への啓発に努めるとともに、自殺の要因

である経済・健康・人間関係などの種々の問題に対応するため、関係機関と連携し相談・支援体制
の充実を図ることで、誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指します。

　

④健康危機管理体制の整備�
○   新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等新たな感染症の発生に備えた健康危機管理体制

を整備し、発生段階に応じて柔軟に対応するとともに、マスク等必要な物資を計画的に備蓄します。
○   結核・腸管出血性大腸菌感染症（O-157）・エイズ等感染症の予防とまん延を防止するための予防啓

発、人権に配慮した検査・相談体制の充実を図ります。
○   食品事業者への監視指導を行うことにより、食の安全を確保し、健康被害の発生の防止に努めると

ともに、食品衛生の向上にかかわる人材の養成及び資質の向上を図ります。また、一般消費者及び
食品事業者への食品衛生思想の普及啓発に努めます。

主な関係個別計画：  奈良市データヘルス計画…②、奈良市21健康づくり…②、いのち支える奈良市自殺対策計画…③、奈良市
男女共同参画計画…③、奈良市地域福祉計画…③、奈良市子どもの豊かな未来応援プラン…③、奈良市新
型インフルエンザ等対策行動計画…④、奈良市食品衛生監視指導計画…④

指標

指標 単位 基準値
（時点）

目標値
（2026年度）

地域の医療機関を通じて市立奈良病院へ紹介された
患者の割合（患者紹介率25）） ％ 62.6

（2019年度） 60.0以上

大腸がん検診の精密検査受診率（40 ～ 69歳） ％ 69.7
（2019年度） 90.0

自殺死亡率 人口
10万対

15.1
（2015年）

限りなくゼロ
に近づける

結核新登録患者罹患率 人口
10万対

14.9
（2019年） 12.8

25）  患者紹介率：市立奈良病院は診療所等の身近な医療機関で対応できない重症患者や専門的な治療を要する患者を受け入れる地域医
療支援病院であり、地域医療の機能分化を図っている。患者紹介率は、市立奈良病院の初診患者のうち、診療所等を受診後、医師
の判断で市立奈良病院に紹介された患者の割合を示す。
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地域コミュニティと市民活動の活性化
～身近な課題への関心を行動につなげるために～5

●   ライフスタイルの多様化等により、地域コミュニティへの帰属意識の希薄化が進んでいること
から、2016年度（平成28年度）に75.1％であった自治会加入率は、2020年度（令和２年度）
に69.7％と年々低下しています。住民自治の意識を高め、自治会活動などの地域コミュニティ
活動を促進する必要があります。

●   地域住民のニーズが多様化、複雑化する中、行政だけでは必ずしも対応しきれない地域課題に
対応するため、住民自治を推進し、地域力を向上させる取組として、地域にある多様な主体が
協働・連携して、より効果的な地域づくりを進めるための体制づくりが必要です。

●   地域で活動している市民公益活動団体の構成員の高齢化が進み、新しい人材の確保が困難に
なっていることから、地域の担い手を育成するため、市民公益活動への参加を促す取組や、市
民公益活動への支援が必要です。

●   多様化するニーズを把握し、ボランティアをコーディネートしていく新たな取組として、ボラ
ンティアをしてほしい人としたい人とをマッチングする仕組みを確立し、ボランティア活動の
充実を図っていく必要があります。

現状と課題
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①地域活動の推進�

○   近年多発する災害への対応や子どもの安全確保など、様々な地域課題を解決するためには、地域の
連帯感や助け合いの意識を高めることが必要です。コミュニティビジネス26）の取組を推進するなど、
地域活動に対して多様な支援を行うことにより、地域コミュニティの活性化を図ります。

○   地域コミュニティが弱体化している中、担い手不足を解消し、地域課題を効果的に解決できるように、
地域住民組織（自治会・各種団体）やNPOなどが連携・協働し、地域を包括的かつ持続的に運営
する組織として、地域自治協議会の設立を推進し、その活動を支援します。

②ボランティア・NPO活動の活性化�

○   地域住民等が自律的に地域課題を解決する社会の実現を目指し、市民公益活動を活発化するため、
市民やボランティア団体、NPO、自治会などの市民公益活動団体への情報提供、活動の主体となる
人材の育成、活動場所の提供を行うなど、市民活動の展開を支援します。

○   奈良市ポイント制度のボランティアポイントを活用し、市民のボランティア活動へのきっかけづく
りや、活動の促進を図ります。また、ボランティア活動が市民の生きがいとなり、地域の活性化に
つながるよう支援します。

施策の方向性

主な関係個別計画：  奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画…①②、 
奈良市もてなしのまちづくり推進行動計画…②

指標

指標 単位 基準値
（時点）

目標値
（2026年度）

地域自治協議会認定数 団体 12
（2020年度） 30

ボランティアポイント参加者数 人 4,882
（2019年度） 8,400

26）コミュニティビジネス：地域の課題を地域住民が主体的に、ビジネスの手法を用いて解決する取組
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文化・スポーツの振興
～心身ともに生き生きと暮らせるために～6

●   文化を創造し、享受することは人々の生まれながらの権利です。「文化に関する世論調査」
（2021年（令和３年）３月・文化庁）によると、過去１年間、文化芸術イベントの鑑賞がなかっ
た人の割合が55.2％と高くなっており、また、市の文化施設の利用者数も減少傾向にあります。
市民の誰もが文化に触れられる機会を得られるよう、芸術作品の動画配信等様々な手法を通じ、
多様化する市民のニーズに対応しながら、市民文化の振興を図る必要があります。

●   本市は創造都市ネットワーク日本への加盟、東アジア文化都市事業の展開など、地域文化資源
を生かした創造的な取組を推進してきました。奈良市のアイデンティティを明確にし、都市と
しての価値を高めるような都市文化の振興が重要であり、そのためには地域性を生かした創造
性に富む文化プログラムを展開していくことが必要です。

●   運動習慣を持つ市民の割合が少ない傾向にあり、市民にスポーツが十分浸透しているとは言え
ない状況です。そのため、市民がいつでも、どこでもスポーツに親しむことができる環境整備
が必要です。また、高齢者人口の増加に対応しつつ、子どもや障害者などにも配慮した市民の
スポーツ活動を支援するとともに、スポーツに触れる機会を拡充することが求められています。

●   既存のスポーツ施設とその設備の老朽化対策に加えて、施設のバリアフリー化への対応や競技
規程の改定等に伴う設備更新なども求められています。時代のニーズに合わせた施設の改修を
行い、予防保全による長寿命化を図る必要があります。

●   市内を本拠地とするトップスポーツチームが設立されていることから、これらを地域の資源と
して捉え、地域の活性化につなげていく必要があります。

現状と課題
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①市民文化と都市文化の振興�

○   市民文化の振興においては、多様化する市民のニーズに対応するため、様々なコンテンツを提供す
るとともに、文化施設の充実や文化情報の発信力強化、活動を支える人材の育成などを推進し、市
民の誰もが等しく文化に触れられる環境の整備を目指します。

○   都市文化の振興においては、連綿と受け継がれてきた文化の蓄積を守り、後世へと伝えていくとと
もに、地域文化資源を生かした創造的な取組の実施に努めます。文化芸術団体や民間事業者等との
協働のもと、他分野とも連携し、奈良市の都市アイデンティティ形成に資する事業の展開などによ
る都市格の向上を目指します。

②スポーツ活動の推進とスポーツ産業の振興�

○   市民、スポーツに関わる各種団体、事業所と連携・協力し、まち全体でスポーツ活動を推進します。
また、スポーツ活動が活性化することにより、まちの活力や魅力が高まり、スポーツの推進につな
がるといった、スポーツとまちづくりの良い循環が構築されることを目指します。

○   健康づくりや体力づくりのためのスポーツの推進、パラスポーツ27）や競技スポーツの推進などによ
り、誰でも、いつでも、どこででも、ライフステージや運動ニーズ、運動能力に合わせてスポーツ
を楽しめる環境を整えます。また、スポーツ施設の計画的な改修を進めるとともに、施設の有効活
用や利用しやすい施設の充実に努めます。

○   トップスポーツの魅力を生かした地域への情報発信やスポーツイベントの受入体制の強化などを通
じてスポーツ産業を支援し、スポーツ文化の更なる普及とスポーツを通した地域経済の活性化を目
指します。

施策の方向性

主な関係個別計画：奈良市文化振興計画…①、奈良市スポーツ推進計画…②

指標

指標 単位 基準値
（時点）

目標値
（2026年度）

文化施設利用者数（オンライン事業参加者数含む） 人 603,866
（2019年度） 701,000

市営スポーツ施設等利用者数 人 1,410,157
（2018年度） 1,557,000

27）パラスポーツ：障害のある人が楽しめるようにルールや用具を工夫することにより障害の有無に関わらず、誰もが楽しめるスポーツ
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社会教育の推進
～学ぶよろこびを感じられるために～7

●   核家族化や地域のつながりの希薄化により、孤立化した家庭の増加が懸念される中、公民館等
の社会教育施設で様々な事業を実施することで、家庭の親子の育ちを支えるとともに、子ども
たちが社会性や人との付き合い方などを学ぶ機会を提供し、青少年の健全育成に関わる活動を
支援する必要があります。

●   公民館の利用者の多くが高齢者となっており、若者等の利用が少ない状況です。家庭や地域が
連携・協働し、課題を解決する力を育成する学習の場を公民館等で提供することで、地域住民
や多世代の利用者の増加を図る必要があります。

●   図書館における利用者のニーズの多様化に応えるため、蔵書構成の工夫やICTの活用などを図
る必要があります。

●   子どもや青少年が豊かな心を持ち、健全に成長するように、読書習慣の育成と読書環境の整備
が求められています。学校園、地域、ボランティアとの協働のもと、子どもたちの読書活動を
支える必要があります。

現状と課題
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①公民館の活用�

○   子どもや家庭を取り巻く様々な問題の解決には、地域の中での助け合いや、地域住民のつながりが
あることが重要です。公民館を中心に、学びを通して地域住民や地域で活動する団体が連携し、協
働して課題を解決する力を育成することを目指します。

○   若者から高齢者まで幅広い世代にとって、公民館が、いつでも気軽に利用でき、また体験活動や交
流を通じて、子どもから大人まで幅広い世代や地域の交流につながるような市民の拠点となること
を目指します。

②図書館の充実�

○   誰もが図書館を快適に利用できるよう、資料の充実を図り、また電子図書館などICTの活用を通じて、
より良いサービスを提供します。

○   子ども読書活動の推進拠点としての機能を充実し、全ての子どもたちが本を読む喜びを味わい、人
間性豊かに育つ読書環境をつくることを目指します。

施策の方向性

主な関係個別計画：奈良市社会教育推進計画…①②、奈良市子ども読書活動推進計画…②

指標

指標 単位 基準値
（時点）

目標値
（2026年度）

公民館での青少年及び子育て世代への支援に関する事業件数 件 148
（2019年度） 176

図書館利用有効登録者数 人 81,841
（2021年度） 84,000

図書館での児童書年間貸出冊数 冊 468,542
（2020年度） 482,800
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文化遺産の保存と活用
～歴史と文化を守り伝え生かすために～8

●   貴重な文化財を適切に保全し、有効に活用し、次世代に伝えていくためには文化財指定を進め
る必要がありますが、未指定・未登録の文化財が多数あります。それらの文化財の保存修理、
管理や公開、後継者育成について、所有者の負担軽減も含めた様々な支援を図るため、指定・
登録を推進することが重要です。

●   出土遺物や古文書、民具等の埋蔵文化財を収蔵・保管する場所が不足しており、適切な保存が
困難になってきています。文化財を有効に活用するためにも、適切に収蔵・保管する施設や場
所を計画的に確保していく必要があります。

●   文化財指定・登録されている一部の史跡等において活用するには十分な整備がされていないも
のがあります。文化財として普及、活用していくため、遺跡を復元表示するなど、計画的に整
備を行い、継続的な維持管理を行っていく必要があります。

●   国内外から幅広く観光客が訪れていることから、重要な文化観光資源である文化財の魅力を伝
えていく多言語化の更なる推進が必要です。

現状と課題
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①文化財の保存�

○   市内に所在する貴重な文化財のうち、未指定の文化財の指定を進め、保存継承に必要な支援を行い
ます。また、史跡・名勝の公有地化と保存整備を促進し、整備後の適切な管理を進めます。

○   出土遺物等の埋蔵文化財を適切に保存するため、収蔵・保管場所の充実を図ります。

②文化財の活用と啓発�

○   市民文化の向上に寄与するとともに、海外から訪れる観光客に対しても、豊かな奈良の文化財の魅
力を伝え、保護の理解を深めるための積極的な普及活用事業を促進します。

○   文化財の有効活用を目指して、地域住民や民間企業、大学や研究機関などと連携・協働し、まちづ
くりや観光を見据えた文化財の活用を図ります。

施策の方向性

主な関係個別計画：世界遺産「古都奈良の文化財」包括的保存管理計画…①②、史跡大安寺旧境内保存活用計画…①②

指標

指標 単位 基準値
（時点）

目標値
（2026年度）

指定文化財・登録文化財の件数 件 1,155
（2020年度） 1,204

文化財説明板の多言語化率 ％ 56.6
（2020年度） 100

普及活用事業への参加者数 人 41,017
（2018年度） 44,000




